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表紙

証券コード：6637

第43期

定時株主総会
招集ご通知

2023年６月29日（木曜日）
午前10時

大阪市阿倍野区松崎町１丁目２番８号
都シティ 大阪天王寺
６階 吉野西の間
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)　

決議事項

第１号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）
７名選任の件

第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

株主総会にご出席の株主様へお配りしておりました
お土産は取りやめとさせていただいております。
何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
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株主各位

証券コード6637
2023年６月13日

株 主 各 位
大阪市平野区加美東六丁目13番47号
寺 崎 電 気 産 業 株 式 会 社
代 表 取 締 役
社長執行役員　 寺 崎 泰 造

　【当社ウェブサイト】https://www.terasaki.co.jp/investor/notice.html

　【株主総会資料　掲載ウェブサイト】https://d.sokai.jp/6637/teiji/

　【東京証券取引所ウェブサイト】
　　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第43期定時株主総会招集ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第43期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりま
すので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げま
す。

　上記のウェブサイトにアクセスいただき、当社名「寺崎電気産業」または証券コード「6637」を
入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」「株主総会招集通知 / 株主総会資料」の順に選択
いただきご確認ください。

　なお、当日ご出席願えない場合には、書面によって議決権を行使することができますので、お
手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年６月28日（水曜日）午後５時15分
までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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株主各位

１ 日 時 2023年６月29日（木曜日）午前10時
２ 場 所 大阪市阿倍野区松崎町１丁目２番８号

都シティ 大阪天王寺　６階　吉野西の間
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３ 目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第43期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、

連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監
査結果報告の件

２. 第43期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報
告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）７名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

以　上

記

－ 2 －
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株主各位

議決権行使に関するご案内

郵送（書面）で議決権を行使される場合
　１頁にご案内のとおり、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対す

る賛否をご表示いただき、2023年６月28日（水曜日）午後５時15分までに到着するよう
ご返送ください。なお、郵便事情等により到着に時間を要する場合がございますので、お早
めにご投函いただきますよう併せてお願い申しあげます。

◎ご返送いただいた議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の
表示があったものとしてお取り扱いいたします。

株主総会にご出席される場合
　本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

◎ご出席の株主様へのお土産はございません。
◎ご出席につきましては、感染症等の流行状況やご自身の体調等をご考慮いただき、ご検討く

ださい。

その他本招集ご通知に関する事項
◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面

をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次に掲げる事項については、法令及び当社定
款規定に基づき、株主様にお送りする書面（本招集ご通知）には記載しておりません。

①　連結計算書類の「連結注記表」
②　計算書類の「個別注記表」

　したがいまして、株主様にお送りする書面に記載の連結計算書類及び計算書類は、会計監査人又は監
査等委員会が会計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類の一
部であります。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、１頁に記載のインターネット上の各ウェブサイトにおい
て、修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
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事業の経過及びその成果

( 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで )

（添付書類）
事　 業　 報　 告

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項
１．事業の経過及びその成果

⑴　事業の状況
当連結会計年度における世界経済は、中国の一部地域における新型コロナウイルス感染症

の再拡大、ウクライナ情勢悪化の長期化に伴うエネルギー価格の高騰、欧米におけるインフ
レの加速と政策金利の引き上げ等により、先行きの不透明感が強まったものの、新型コロナ
ウイルス感染症対策と経済活動の両立が進展し、緩やかな回復が続きました。米国では、底
堅く推移した個人消費や設備投資により、景気の持ち直しがみられましたが、インフレの抑
制を最優先とした金利上昇の影響により、そのペースに鈍化がみられました。欧州の主要国
及び英国では、行動制限の緩和により景気は回復傾向であったものの、エネルギー価格高騰
に伴う価格転嫁でインフレが継続し、景気回復のペースが抑制されました。中国において
は、ゼロコロナ政策による一部地域のロックダウンや同政策緩和後の感染拡大により、景気
回復のペースが鈍化しました。その他の新興国については、インフレの進行や通貨安等の影
響はあったものの、総じて景気は緩やかな回復基調で推移しました。わが国においては、経
済活動制限の緩和により個人消費に持ち直しの動きがみられたものの、急激な為替変動やエ
ネルギー価格の高騰によるインフレの進行が、景気回復のペースを鈍化させました。

当社グループを取り巻く経済環境は、国内においては民間の設備投資が堅調に推移しまし
た。海外における設備投資は、一部の地域においては感染症の影響を受けたものの、総じて
堅調に推移しました。当社の主要顧客である造船業界においては、鋼材価格の高騰を受けた
船価の上昇等により新造船の受注環境は軟調ながらも、ＬＮＧ船や海上輸送の脱炭素実現に
向けた次世代燃料船の需要が高まり、手持ち工事量は高い水準を維持しました。一方、半導
体や樹脂製品を中心とした部品の供給制約や、銅をはじめとする原材料価格、物流コスト及
びエネルギー価格の高騰が継続し、製造コストへの影響が続きました。

このような状況のもと、当連結会計年度の売上高は、産業用システム製品（産業用配電制
御システム等）の国内及び海外プラント向け等が減少したものの、機器製品（低圧遮断器
等）の国内、欧州及びマレーシア向けが増加したこと、また船舶用システム製品（船舶用配
電制御システム等）のコンテナ船及び陸電供給システム等が増加したことにより、442億53
百万円と前年同期比16.9％の増加となりました。営業利益は28億68百万円と前年同期比
75.2％の増益、経常利益は34億79百万円と前年同期比79.0％の増益となりました。親会社
株主に帰属する当期純利益は、23億45百万円と前年同期比83.8％の増益となりました。

－ 4 －
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事業の経過及びその成果

製品別の売上高は、システム製品（配電制御システム等）が229億35百万円と前年同期比
11.8％の増加、機器製品が213億17百万円と前年同期比22.9％の増加となりました。

システム製品の受注高は、造船市況の回復を背景に船舶用システム製品の受注が増加した
こと等により、前年同期を19.1％上回る314億51百万円となりました。その結果、受注残高
は前連結会計年度末より85億15百万円増加し、316億29百万円となりました。

なお、機器製品は、計画生産を行っているため、上記受注高、受注残高には含めておりま
せん。

当連結会計年度におけるセグメント別の経営成績は以下のとおりです。

「日本」
船舶用システム製品は、コンテナ船及び陸電供給システム等が増加したことにより、売上

は前年同期と比べ大幅に増加しました。
産業用システム製品は、国内及び海外プラント向けが減少したこと等により、売上は前年

同期と比べ減少しました。
メディカルデバイスは、海外における新規設備投資が低調に推移したものの、国内におい

て需要が増加したこと等により、売上は前年同期と比べ増加しました。
エンジニアリング及びライフサイクルサービスは、海洋環境規制関連工事及び産業エンジ

ニアリング案件が減少したものの、国内鉄道関連施設のエンジニアリング案件が増加したこ
とにより、売上は前年同期と比べ若干増加しました。

以上により、システム製品全体の売上は前年同期と比べ増加しました。
機器製品は、海外向けにおいて西アジア及びオセアニア向けが低調に推移したものの、国

内向けは設備投資及び舶用市場向けが増加したことから、機器製品全体の売上は前年同期と
比べ増加しました。

その結果、当セグメントの売上高は245億53百万円と前年同期比11.6％の増加、セグメン
ト利益は23億32百万円と前年同期比15.4％の増益となりました。

「アジア」
船舶用システム製品の売上は、前年同期と比べ増加しました。
エンジニアリング及びライフサイクルサービスは、船舶向け点検作業が増加したこと等に

より、売上は前年同期と比べ増加しました。
機器製品は、マレーシア国内向けが好調であったことから、売上は前年同期と比べ大幅に

増加しました。
その結果、当セグメントの売上高は135億12百万円と前年同期比26.4％の増加、セグメン

ト利益は、経費低減に努めたこと及び増収の影響等により９億85百万円と前年同期比
614.0％の増益となりました。
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事業の経過及びその成果

環境改善及びＢＣＰの強化関連
遮断器等の生産設備関連
専用備品（金型）関連
配電制御システムの生産設備関連

12百万円
38百万円
84百万円

191百万円

遮断器等の生産設備関連
専用備品（金型）関連

24百万円
63百万円

板金及び塗装建屋関連
配電制御システムの生産設備関連

594百万円
33百万円

「ヨーロッパ」
機器製品は、欧州、英国内及び中近東向けが好調であったことから、売上は前年同期と比

べ増加しました。
エンジニアリング及びライフサイクルサービスは、ブレーカの更新工事が増加し、売上は

前年同期と比べ増加しました。
その結果、当セグメントの売上高は61億88百万円と前年同期比19.8％の増加、セグメン

ト利益は４億38百万円と前年同期比80.0％の増益となりました。

⑵　設備投資の状況
当連結会計年度において実施しました企業集団の設備投資の総額は24億2百万円でありま

す。主に、環境改善、業務の効率化、ＢＣＰ（事業継続計画）の強化及び生産効率化並びに
原価低減に向けた投資、加えて新製品の生産設備関連に向けた投資を行ってまいりました。

日本においては、本社において環境改善及びＢＣＰ強化に向けた投資を、機器製品関連で
は、当社加美工場において新製品の生産設備及び生産効率化並びに原価低減に向けた投資
を、国内生産子会社である株式会社耶馬溪製作所において、生産効率化及び新製品の生産設
備関連に向けた投資を行ってまいりました。システム製品関連では、当社八尾工場並びに国
内生産子会社であるテラサキ伊万里株式会社において、生産効率化並びに原価低減に向けた
投資を行ってまいりました。

アジアにおいては、機器製品関連では、TERASAKI ELECTRIC (M) SDN.BHD.において、
生産効率化及び新製品関連設備に向けた投資を行ってまいりました。システム製品関連で
は、TERASAKI ELECTRIC (CHINA) LTD.において、環境改善並びにＢＣＰ強化に向けた投
資及び生産効率化並びに原価低減に向けた投資を行ってまいりました。

主なものは以下のとおりであります。なお、生産能力に重要な影響を及ぼす設備の売却、
撤去又は滅失はありません。

　当連結会計年度中に完成及び取得した主要設備
（日本）

当社

子会社　株式会社耶馬溪製作所

子会社　テラサキ伊万里株式会社

－ 6 －
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遮断器等の生産設備関連
専用備品（金型）関連

26百万円
41百万円

環境改善及びＢＣＰの強化関連
配電制御システムの生産設備関連

998百万円
52百万円

（アジア）
子会社　TERASAKI ELECTRIC (M) SDN.BHD.

子会社　TERASAKI ELECTRIC (CHINA) LTD.

⑶　資金調達の状況
当社における生産設備関連並びに連結子会社であるテラサキ伊万里株式会社における板金

及び塗装関連の設備投資に伴い、金融機関から長期借入により22億円の資金調達を行ってお
ります。

⑷　対処すべき課題
世界経済及びわが国経済は、新型コロナウイルス感染症は収束してきているものの、金融

市場の変動や地政学的リスクによる先行き不透明感など多くの懸念材料を抱えており、予断
を許さない状況にあります。

当社グループを取り巻く経済環境は、主要顧客である造船業界において、新造船受注量は
好調なLNG船や自動車運搬船等の需要を背景に一定の受注量を継続すると予想されます。一
方、設備投資関係では、国内において人手不足を背景とする自動化・省力化投資、グリーン
関連並びにデジタル関連に向けた設備投資を中心に、底堅く推移すると見込まれます。海外
においては、底堅く推移していますが、政策金利の引き上げやインフレと世界的な金融引締
めにより、緩やかに減速すると予想されます。

当社グループは、様々な顧客のニーズへの的確かつ迅速な対応によって顧客満足度を高
め、シェアの維持・拡大に全力をあげてまいります。そのために、営業活動の強化、設計・
生産の改善活動の継続による生産性及び品質レベルの向上を図るとともに、市場ニーズを反
映した新製品の開発や他社との研究開発プロジェクトへの参画にも努めてまいります。

また、品質、営業・サービス、技術開発、生産場所及び購買等のすべてについて、当社グ
ループが持つグローバルな組織の有効活用と更なる最適化の追求をTEAM TERASAKIとして
目指してまいります。

加えて、経営全般においては、内部統制システムの一層の強化を図り、強化した統制シス
テムを有効に運用するとともに、法令遵守に向けた教育の更なる徹底等、経営理念の一つと
してあげております企業倫理に基づく積極的な取り組みにより、広くＣＳＲ（企業の社会的
責任）を果たしてまいります。更に、コーポレート・ガバナンスを強化し、より透明性の高
い経営の実現、経営の機動性向上の両立を図るとともに、ＢＣＰ（事業継続計画）を強化
し、企業の永続的発展に努めてまいります。

－ 7 －
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事業の経過及びその成果

当社グループの大きな課題といたしましては、原材料の高騰及び為替の変動等があげられ
ます。原材料については、銅及び銀価格が高騰・高止まりすれば利益圧迫要因となることか
ら、これらを含め総合的な原価低減活動を推進してまいります。また、為替変動への対応に
ついては、為替中立型を目指しその影響を最小限にとどめるよう営業、購買、生産、財務及
び設備投資等、総括的な改革・改善に取り組んでまいります。

なお、重大な感染症の流行により、当社グループの一部又は全部の操業が停止する場合が
あります。このような事態が生じた場合は、当社グループ従業員、顧客及び取引先等への感
染防止に努めるとともに、生産拠点、調達先及び調達ルートの変更等により事業活動への影
響を低減してまいります。
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企業集団の営業成績及び財産の状況の推移

区 分 第40期
(2020年３月期)

第41期
(2021年３月期)

第42期
(2022年３月期)

第43期
（当連結会計年度）
(2023年３月期)

売 上 高(千円） 36,700,640 34,724,283 37,856,161 44,253,456

経 常 利 益(千円） 2,832,526 2,998,875 1,944,422 3,479,880
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益(千円） 2,035,149 2,192,601 1,275,780 2,345,242

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 156円20銭 168円29銭 97円92銭 180円00銭

総 資 産(千円） 46,767,916 48,573,318 52,418,397 59,943,031

純 資 産(千円） 31,439,309 34,856,527 37,868,057 40,629,870

自 己 資 本 比 率(％) 67.1 71.7 72.2 67.7

２．企業集団の営業成績及び財産の状況の推移

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づいて算出しております。
なお、期中平均発行済株式総数については自己株式を控除して算出しております。

２．記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
３．第40期

中国市場での船舶用システム製品及び海洋環境規制関連案件の増加等により売上高が増加し、原価低
減及び経費削減への取組効果等もあり、親会社株主に帰属する当期純利益は20億35百万円となって
おります。

４．第41期
国内設備投資の低調推移及び海外一部地域での感染症拡大の影響等による機器製品の売上減少により
売上高は減少したものの、新型コロナウイルス検査関連機器の売上増加等により、親会社株主に帰属
する当期純利益は21億92百万円となっております。

５．第42期
国内及び海外での堅調な設備投資及び好調な海運市況を背景に、コンテナ船やLNG船を中心とした新
造船の受注量増加等により売上高は増加したものの、銅などの原材料価格及び物流コスト高騰の影響
等により、親会社株主に帰属する当期純利益は12億75百万円となっております。
なお、当該連結会計年度の期首から「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年
３月31日）等を適用しており、当該連結会計年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用
した後の数値となっております。

６．第43期
当連結会計年度につきましては、前記「１．事業の経過及びその成果(1) 事業の状況」に記載したと
おりであります。

－ 9 －
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重要な親会社及び子会社の状況、企業集団の主要な事業内容

名 称 資 本 金 議 決 権
比 率 事 業 の 内 容

テ ラ テ ッ ク 株 式 会 社 20,000千円 100.0％ エンジニアリング及びライフサイクル

テ ラ メ ッ ク ス 株 式 会 社 40,000千円 100.0％ 医 療 用 機 器 製 造 ・ 販 売

TERASAKI ELECTRIC
(EUROPE) LTD. 2,500千英ポンド 100.0％ 低 圧 遮 断 器 の 販 売

TERASAKI ELECTRIC
(M) SDN.BHD. 6,000千ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞ 100.0％ 低 圧 遮 断 器 の 製 造 ・ 販 売

TERASAKI ELECTRIC
CO., (FAR EAST)
PTE.LTD.

1,000千ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ 100.0％ 各 種 配 電 盤 の 製 造 ・ 販 売

TERASAKI ELECTRIC
(CHINA) LTD. 3,000千米ドル 100.0％ 各 種 配 電 盤 の 製 造 ・ 販 売

TERASAKI ELECTRIC
(SHANGHAI) CO., LTD. 1,700千米ドル (100.0％) 各 種 配 電 盤 の 製 造 ・ 販 売

３．重要な親会社及び子会社の状況
⑴　親会社との関係

　該当事項はありません。
⑵　重要な子会社の状況

（注）　　TERASAKI ELECTRIC (SHANGHAI) CO.,LTD.の議決権比率欄の（　　）内表示は、TERASAKI 
ELECTRIC CO., (FAR EAST) PTE.LTD.の100％所有を表しております。

４．企業集団の主要な事業内容（2023年３月31日現在）
　当社グループは、船舶用・産業用の配電制御システム製品、及び遮断器等の電気開閉機器の製
造並びに販売を行っております。主要な営業品目は、次のとおりであります。

①　システム製品　船舶用 配電制御システム、集合始動器盤、機関監視制御システム、
高圧配電盤、停泊中船舶への陸電供給システム、
船員教育用エンジンルームシミュレーションシステム

産業用 配電制御システム、コージェネレーションシステム、
電子応用製品、メディカルデバイス、高圧配電盤

②　機器製品 配線用遮断器、漏電遮断器、気中遮断器、
多線貫通システム（ケーブル貫通部の総合防災品）
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企業集団の主要拠点等

名 称 所 在 地

本 社 大 阪 市 平 野 区

東 京 営 業 所 東 京 都 中 央 区

名 古 屋 営 業 所 名 古 屋 市 名 東 区

四 国 営 業 所 香 川 県 坂 出 市

九 州 営 業 所 福 岡 市 南 区

加 美 工 場 大 阪 市 平 野 区

八 尾 工 場 大 阪 府 八 尾 市

セグメント 事 業 の 内 容 会 社 名 所 在 地

日 本

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ及びﾗｲﾌｻｲｸﾙ テラテック株式会社 大阪府

生産・販売 テラメックス株式会社 京都府

生産 テラサキ伊万里株式会社 佐賀県

生産 株式会社耶馬溪製作所 大分県

ア ジ ア

生産・販売 TERASAKI ELECTRIC CO., (FAR EAST) PTE.LTD. シンガポール

生産・販売 TERASAKI ELECTRIC (CHINA) LTD. 中国

生産・販売 TERASAKI ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD. 中国

生産・販売 TERASAKI ELECTRIC (M) SDN.BHD. マレーシア

ヨーロッパ マーケティング・販売 TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD. イギリス

５．企業集団の主要拠点等（2023年３月31日現在）
⑴　当社営業所及び工場等

⑵　国内及び海外連結子会社

－ 11 －
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従業員の状況、企業集団の主要な借入先及び借入額

当 連 結 会 計 年 度 末 従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減 数

2,039（ 259 ）名 45（ 7 ）名

従 業 員 数 前 年 度 末 比 増 減 数 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

533（ 161 ）名 △13（ △28 ）名 41.1才 17.9年

６．従業員の状況（2023年３月31日現在）
⑴　企業集団の従業員の状況

（注） 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへ
の出向者を含む）であり、臨時雇用者数（パート及び人材会社からの派遣社員等）は、最近１年間の平
均人員を（　）外数で記載しております。

⑵　当社の従業員の状況

（注） 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であり、臨時
雇用者数（パート及び人材会社からの派遣社員等）は、最近１年間の平均人員を（　）外数で記載して
おります。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 978,000千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 750,000千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 817,500千円

７．企業集団の主要な借入先及び借入額（2023年３月31日現在）
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株式の状況、新株予約権の状況

⑴　発行可能株式総数　　　　　普通株式 52,000,000株
⑵　発行済株式の総数　　　　　普通株式 13,030,000株
⑶　株主数 1,016名
⑷　１単元の株式数 100株

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 寺 崎 2,200,600株 16.89％

寺 崎 泰 造 1,138,780株 8.74％

テ ラ サ キ ト ラ ス ト 株 式 会 社 866,000株 6.64％

荒 　 巻 　 か お り 738,100株 5.66％

日 本 ﾏ ｽ ﾀ ｰ ﾄ ﾗ ｽ ﾄ 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 681,700株 5.23％

寺 崎 雄 造 677,400株 5.19％

株 式 会 社 芳 山 社 653,600株 5.01％

テ ラ サ キ 共 栄 会 558,400株 4.28％

テ ラ サ キ 従 業 員 持 株 会 557,121株 4.27％

NOMURA CUSTODY NOMINEES LTD-TK１ LIMITED 466,700株 3.58％

Ⅱ．会社の状況に関する事項
１．株式の状況

⑸　大株主の状況（上位10名）

（注）　持株比率は自己株式1,021株を控除して計算しております。

２．新株予約権等の状況
　当事業年度中の該当事項はありません。
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会社役員の状況、会計監査人の状況

地 位 氏 名 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役　社長執行役員 寺 崎 泰 造

取 締 役 　 専 務 執 行 役 員 熊 澤 和 信 経営企画・技術・情報
開示・人事・総務担当

取 締 役 　 常 務 執 行 役 員 長 瀬 順 治 経理・情報ｼｽﾃﾑ担当

取 締 役 　 常 務 執 行 役 員 西 田 昌 央 システム事業舶用・
産業用担当

取 締 役 　 執 行 役 員 岡 田 俊 二 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･ﾗｲﾌｻｲｸﾙ事
業担当

取 締 役 　 執 行 役 員 梅 本 好 弘 機器事業担当

取 締 役 　 執 行 役 員 小 林 裕 史 機器事業営業担当

取 締 役 　 執 行 役 員 吉 川 和 宏 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ担当

取 締 役
( 常 勤 監 査 等 委 員 ) 周 藤 　 忠

取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 千 代 田 　 邦 　 夫

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグル
ープホールディングス株式会社
社外監査役
星和電機株式会社　社外取締役
(監査等委員)

取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 鷹 野 俊 司

３．会社役員の状況
⑴　取締役の状況

（注）１. 取締役（監査等委員）のうち、千代田邦夫及び鷹野俊司の両氏は会社法第２条第15号に定める社外
取締役であります。

２. 取締役（監査等委員）千代田邦夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当
程度の知見を有するものであります。

３. 取締役（監査等委員）千代田邦夫氏は、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式
会社の社外監査役及び星和電機株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。ＭＳ＆ＡＤインシ
ュアランスグループホールディングス株式会社及び星和電機株式会社と当社との間には特別な関係は
ありません。

４. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集及び監
査等による情報共有並びに内部監査部門である監査室及び会計監査人と監査等委員会との十分な連携
を可能とすべく、周藤忠氏を常勤の監査等委員として選定しております。

５. 当社は、取締役（監査等委員）千代田邦夫及び鷹野俊司の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立
役員として指定し、同取引所へ届出しております。
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会社役員の状況、会計監査人の状況

区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額
（千円） 対象となる

役員の員数
（名）基本報酬 業績連動報酬

(賞与)
取締役

（監査等委員及び社外取締役を除く） 151,380 115,380 36,000 ８

取締役（監査等委員）
（社外取締役を除く） 18,740 15,240 3,500 １

社外取締役（監査等委員） 10,200 10,200 － ２

合計 180,320 140,820 39,500 11

⑵　取締役の報酬等
イ.取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年1月28日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除
く。以下、「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており
ます。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

a.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて世間の水
準を参考にして、当社の業績、従業員給与の水準も参考にしながら、総合的に決定しており
ます。

b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬は、当該事業年度ごとの業績向上に対する意識を高める業績指標を反映した金
銭報酬としております。

c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬に該当する報酬はありません。

d.報酬等の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、特段の定めはなく、上記a.及びb.の個々の報酬算出
基準に基づいた報酬を支給するものとしております。

e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬は株主総会にて選任又は再任された後に上記a.に基づいて、従業員給与の支払い日
に支払い、業績連動報酬については、当該事業年度の業績が確定した時に決定し、当該事業
年度の株主総会終了後に支払うこととしております。

ロ.当事業年度に係る報酬等の総額等
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会社役員の状況、会計監査人の状況

区分 氏　名 主 な 活 動 状 況

取締役
(監査等委員) 千代田　邦　夫

当事業年度開催の取締役会20回のうち18回、並びに監査等委員会全
回に出席し、主に財務及び会計的な観点より、議案・審議事項等につ
いて、適宜必要な発言を行っております。

取締役
(監査等委員) 鷹 野 俊 司

当事業年度開催の取締役会の全回、並びに監査等委員会の全回に出席
し、主に弁護士としての専門的見地より、議案・審議事項等につい
て、適宜必要な発言を行っております。

（注）１. 上記のほか、使用人兼務取締役（４名）に対する使用人分給与として 44,640千円を支給しておりま
す。

２. 2015年６月26日開催の第35期定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額
は、年額300,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、監査等委員である取締役の報酬
限度額は、年額50,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委
員を除く）の員数は８名、監査等委員である取締役の員数は３名です。

３. 業績連動報酬に係る業績指標は税金等調整前当期純利益であり、この指標を選択した理由は、取締役
は特別損益も含めた利益について責任を負うとの考えによるものです。取締役の支給単価額をこの指
標に基づいて支給額(税金等調整前当期純利益×0.1%±0.01～0.05%)を決定しております。役付取
締役はそれを基にそれぞれの職位に応じた支給係数（1.2～2.5）を乗じた支給額を決定し、それらを
合わせて支給総額を決めております。税金等調整前当期純利益の実績は、連結損益計算書に記載のと
おりであります。

４. 取締役会は、代表取締役 社長執行役員寺崎泰造に対し、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬の額
の決定を委任しております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を
行うには代表取締役が最も適しているからであります。各取締役の報酬額の決定にあたっては、人
事・総務担当取締役が決定方針に基づいて算出した報酬案を代表取締役に提案し、代表取締役はこの
提案の内容を吟味して決定しております。したがって、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別
の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

⑶　社外取締役の主な活動状況

⑷　責任限定契約の内容の概要
　当社は定款において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との責任限定契約の
規定を設けております。
　当該定款に基づき当社が取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）と締結した責任限
定契約の内容の概要は次のとおりであります。

（取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との責任限定契約）
　取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）は、その職務を行うにつき善意でかつ重
大な過失がない場合は、法令が規定する額を限度額として損害賠償責任を負担するものとす
る。
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⑸　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社並びに当社子会社の取締役及び執行
役員であり、当該保険契約により被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合におけ
る損害等を塡補することとしております。なお、保険料は全額を当社が負担しております。

４．会計監査人の状況
⑴　名称　　　有限責任 あずさ監査法人
⑵　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

43,500千円
（注）①当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品

取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないことから、上記
の金額はこれらの合計額を記載しております。

②当社監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から
必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実績を確認し、
当事業年度における会計監査人の活動計画及び報酬見積りの算出根拠の適正性等について必要な
検証を行いました。審議の結果、適正であると判断したため、会社法第399条第１項及び第３項
に基づき、会計監査人の報酬等の額について、同意を行っております。

⑶　当社に対する会計監査人の対価を伴う非監査業務の内容
　当事業年度中の該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由のいずれか
に該当する状況にある場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたしま
す。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任理由を解任後、最
初に招集される株主総会において報告いたします。
　また、当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会
計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又
は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

⑸　当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額
43,500千円

⑹　当社の重要な子会社のうち、TERASAKI ELECTRIC（EUROPE）LTD.他６社は、当社の会
計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する
ものを含む。）の法定監査を受けております。
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Ⅲ．業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要
　当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会において、内部統制システムの整備の
基本方針を次のとおり決議しております。また、企業価値の継続的向上を図るためには、経営の
効率性を追求するとともに、事業活動より生じるリスクをコントロールすることが必要であり、
このための内部統制強化が不可欠であるとの基本認識のもと、以下に掲げる諸施策の継続的な実
施を推進してまいります。

１．当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合していることを確保するための体制
　当社は、取締役、従業員を含めた行動規範として「寺崎電気グループ企業倫理綱領」を定め、
この遵守を図っている。取締役会については、その適切な運営を確保するために「取締役会規
程」を定めている。取締役会は、月１回以上開催することを原則とし、その他必要に応じて随時
開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、法令・定款違反行為の未
然防止に努めている。また、当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査の方針を
定め、監査等委員は取締役の職務の執行を監査している。取締役が他の取締役の法令・定款の違
反行為を発見した場合は、直ちに監査等委員会及び取締役会に報告し、その是正を図る。

２．当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報については、「取締役会規程」に基づき取締役会議事録を作成
し、適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、10年間は閲覧可能な状態を
維持する。

３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
⑴　当社は、当社の業務執行に係るリスクとして、以下①から③のリスクを認識し、その把握と

管理、個々のリスクに対する管理責任者についての体制を整える。
①　当社に直接または間接に経済的損失をもたらす可能性
②　当社事業の継続を中断・停止させる可能性
③　当社の信用を毀損し、ブランドイメージを失墜させる可能性

⑵　リスク管理体制の基礎として、「リスクマネジメント基本規程」を定め、個々のリスクにつ
いての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生し
た場合には、社長を本部長として、顧問弁護士等も含む対策本部を設置し、迅速かつ適切に対
応し、損害の拡大を防止するとともに、これを最小限に止める体制を整える。
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４．当社の財務報告の適正性を確保するための体制
　当社及び当社グループの財務報告の適正性を確保するため、「財務報告に係る内部統制規程」
及びその関連規程にて、財務報告の基本方針を定め、同報告に係る内部統制を整備及び運用する
体制を構築する。

５．当社の取締役の職務の執行が有効かつ効率的に行われることを確保するための体制
⑴　取締役の職務の執行が有効かつ効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、

取締役会を月１回以上開催することを原則とするほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、当社
の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項は審議を経て決定を行う。

⑵　取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」に基
づき、それぞれの部署の組織、職務分掌の範囲、各職位を担当する者の責任及び権限を定めて
いる。

⑶　執行役員制度を導入し、迅速かつ的確な業務執行を実現する。

６．当社の従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
⑴　コンプライアンス体制の基礎として、「寺崎電気グループ企業倫理綱領」及び「企業倫理行

動指針」を定めている。社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制システムの構
築・維持・向上を推進する。

⑵　内部監査部門として、執行部門から独立した社長直轄の監査室を設置している。
⑶　取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見

した場合には、直ちに監査等委員に報告し、遅滞なく取締役会において報告する。
⑷　法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、「内部通

報規定」に基づきその運用を行う。
⑸　監査等委員は、当社の法令遵守体制及び内部通報システムの運用に問題があると認めるとき

は、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。
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７．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
⑴　子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該会社への報告に関する体制として、グルー

プ会社における業務の適正を確保するために、グループ企業全てに適用する行動指針として、
「寺崎電気グループ企業倫理綱領」を定めており、これを基礎として、グループ各社で諸規程
を定める。

　　経営管理については、グループ会社経営管理の基本方針は「経営方針書」において定められ
ており、「関係会社管理規程」に従い、子会社の取締役等の職務執行の効率性の確認として、
当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行い、子会社に損失の危機等不具合の気配
がある時には必要に応じてモニタリングを行う。

　　取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を
発見した場合は、監査等委員に報告する。

⑵　反社会的勢力に対しては、「寺崎電気グループ企業倫理綱領」に基づき、毅然とした態度で
排除する。

⑶　子会社の取締役等の職務の執行が法令、定款に適合することを確保するための体制として、
子会社が、当社からの経営管理、経営指導内容等が法令に違反し、その他、コンプライアンス
上問題があると認めた場合には、監査室に報告する。監査室は社長及び取締役会に報告し、直
ちに監査等委員にも報告を行うとともに、意見を述べることができる。監査等委員は意見を述
べるとともに、関係部署に対して改善案の策定を求めることができる。

８．当社の監査等委員より、監査等委員の職務を補助すべき従業員を置くことの求めがあった場合
における、当該従業員に関する事項と当該従業員の取締役（監査等委員である取締役を除く。）
からの独立性に関する事項
⑴　監査等委員の職務を補助すべき従業員に対する監査等委員の指示の実効性を確保するため

に、監査等委員より、監査等委員の職務を補助すべき従業員を置くことの求めがあった場合に
は、「監査等委員会規程」に基づき、監査等委員の職務を補助すべき従業員として、当社の従
業員から監査等委員補助者を任命する。その場合、監査等委員補助者の評価は監査等委員が行
い、監査等委員補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査等委員会の同
意を得た上で取締役会が決定し、取締役からの独立を確保する。

⑵　監査等委員補助者は、業務の執行に係る役職を兼任しない。
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　９．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び従業員が監査等委員に報告をするため
の体制、及び監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
⑴　 取締役及び従業員が監査等委員に報告すべき事項、並びに時期についての規程及び監査等

委員の職務執行により生ずる費用等の処理に係る方針を含む「監査等委員監査規程」を定めて
おり、当該規程に基づき、取締役及び従業員（子会社の取締役等や当該取締役等から報告を受
けた者を含む）は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査等委員に報
告するものとする。前記にかかわらず、監査等委員はいつでも必要に応じて、取締役及び従業
員に対して報告を求めることができる。

⑵　報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について
は、「内部通報規定」に基づき、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコ
ンプライアンス上の問題について、監査等委員への適切な報告体制を確保する。

　10．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　　当連結会計年度に実施した当社グループにおける内部統制システムの主な運用状況は以下の

とおりであります。
⑴　コンプライアンスに関する取り組み
　　当社では「寺崎電気グループ企業倫理綱領」を定め、これに基づく「企業倫理行動指針」を

別途定めて取り組んでおります。
　　当連結会計年度においては、新入社員研修及び統括管理者会議での企業倫理綱領と行動指針

の説明に加え、グループ全社の従業員を対象としたコンプライアンス研修を実施し、コンプラ
イアンス意識の向上に努めております。

　　また内部統制委員会を年２回開催し、企業倫理綱領に伴う行動指針の遵守状況などを報告し
確認しております。

⑵　リスク管理体制の強化
　　当社ではリスク管理の最上位規程として「リスクマネジメント基本規程」を制定して、当社

の経営並びに事業活動に重大な影響を与えるリスクについて認識して取り組んでおります。
　　当連結会計年度においてもリスクマネジメント委員会を２回開催し、リスクマネジメント活

動への取り組みについて報告し、確認しております。
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⑶　企業グループにおける業務の適正の確保
　　当社では「取締役会規程」及び「関係会社管理規程」を定めてグループ全体の業務の適正確

保に努めております。具体的には取締役会において、前記規程に従った重要事項の審議と決定
を行っております。また、前月の事業実績を報告し今後の施策について検討する経営会議をは
じめとして、社内の各種会議に当社グループ関係者も参加させてグループとしての業務の適正
の確保に努めております。

⑷　監査等委員会の監査状況
　　監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席を通じ、取締役等から業務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。監査等委員会は独自の監査
に加え、内部監査部門が行った監査に関する報告を受け、当社グループ全体の効果的な監査に
努めております。また、会計監査人からは、四半期毎の監査結果報告を受けるとともに意見交
換を行い、適正な監査を実施しているかを確認しております。

Ⅳ．剰余金の配当の決定に関する方針
　利益配分につきましては、安定的な配当の継続及び経営基盤の充実と今後の事業展開のための
内部留保を確保しつつ、業績、経営環境及び財務状況等を総合的に勘案して決定することとして
おります。また、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、中間配当と期末配当の年２
回の配当を実施することとしております。
　この方針に基づき、当事業年度は１株当たり８円の中間配当を実施させていただいており、期
末配当につきましては、取締役会決議によって、１株当たり12円とさせていただきました。
　これにより当事業年度の年間配当金は、１株当たり20円となります。

（注）　本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表

（2023年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形、売掛金及び契約資産

商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
退 職 給 付 に 係 る 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

42,894,408
11,357,179
14,718,820
6,270,085
4,886,887
3,408,835
2,412,423
△159,823

17,048,622
11,180,482
4,019,016
1,182,122
506,604

2,700,090
1,599,689
1,172,960

142,028
142,028

5,726,110
443,870

4,610,550
454,327
348,983

△131,621　

流 動 負 債 14,064,651
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 4,284,168
電 子 記 録 債 務 4,022,456
短 期 借 入 金 480,000
１年内返済予定の長期借入金 978,000
未 払 法 人 税 等 392,298
未 払 費 用 1,956,196
製 品 保 証 引 当 金 106,943
そ の 他 1,844,588

固 定 負 債 5,248,509
長 期 借 入 金 1,512,500
繰 延 税 金 負 債 1,489,326
退 職 給 付 に 係 る 負 債 490,471
そ の 他 1,756,211

負 債 合 計 19,313,161
純 資 産 の 部

株 主 資 本 36,337,720
資 本 金 1,236,640
資 本 剰 余 金 2,244,650
利 益 剰 余 金 32,857,864
自 己 株 式 △1,433

その他の包括利益累計額 4,247,062
その他有価証券評価差額金 186,420
為 替 換 算 調 整 勘 定 2,319,781
退職給付に係る調整累計額 1,740,861

非 支 配 株 主 持 分 45,086
純 資 産 合 計 40,629,870

資 産 合 計 59,943,031 負 債 及 び 純 資 産 合 計 59,943,031

連 結 貸 借 対 照 表

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

( 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで )

（単位：千円）

売 上 高 44,253,456
売 上 原 価 32,159,885

売 上 総 利 益 12,093,570
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,224,788

営 業 利 益 2,868,782
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 131,396
為 替 差 益 44,218
デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益 193,462
保 険 解 約 返 戻 金 147,639
そ の 他 150,475 667,192

営 業 外 費 用
支 払 利 息 55,201
そ の 他 893 56,094
経 常 利 益 3,479,880

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 7,511 7,511

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 20,780 20,780

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,466,610
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 764,449
法 人 税 等 調 整 額 350,133 1,114,583
当 期 純 利 益 2,352,027
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 6,785
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,345,242

連 結 損 益 計 算 書

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

( 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 1,236,640 2,244,650 30,747,143 △1,433 34,227,000

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △234,521 △234,521

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 2,345,242 2,345,242

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － 2,110,720 － 2,110,720

当 期 末 残 高 1,236,640 2,244,650 32,857,864 △1,433 36,337,720

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主

持分 純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

為 替 換 算

調 整 勘 定

退 職 給 付 に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 162,447 1,410,886 2,029,422 3,602,755 38,301 37,868,057

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △234,521

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 2,345,242

株 主 資 本 以 外 の
項 目
の 当 期 変 動 額
( 純 額 )

23,973 908,894 △288,561 644,307 6,785 651,092

当 期 変 動 額 合 計 23,973 908,894 △288,561 644,307 6,785 2,761,812

当 期 末 残 高 186,420 2,319,781 1,740,861 4,247,062 45,086 40,629,870

連結株主資本等変動計算書

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

（2023年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
前 払 年 金 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

20,430,533
2,485,083
1,743,932
8,769,072
3,242,550
1,586,116
1,379,806

13,275
1,211,765

△1,068

11,537,865
5,984,449
2,383,307
146,401
300,472

1,302
329,857

2,479,574
343,533
80,746
71,271
9,474

5,472,669
419,457

1,769,062
0

1,270,000
1,973,795
171,595

△131,240　

流 動 負 債 10,702,740
支 払 手 形 273,717
電 子 記 録 債 務 2,662,778
買 掛 金 3,043,255
短 期 借 入 金 350,000
１年内返済予定の長期借入金 2,514,118
未 払 金 622,328
未 払 費 用 835,964
未 払 法 人 税 等 30,835
契 約 負 債 261,673
預 り 金 21,582
製 品 保 証 引 当 金 36,148
受 注 損 失 引 当 金 1,755
そ の 他 48,582
固 定 負 債 4,890,817
長 期 借 入 金 1,512,500
関 係 会 社 長 期 借 入 金 2,829,560
繰 延 税 金 負 債 402,900
退 職 給 付 引 当 金 15,227
そ の 他 130,629
負 債 合 計 15,593,558

純 資 産 の 部
株 主 資 本 16,188,679
資 本 金 1,236,640
資 本 剰 余 金 2,244,650
資 本 準 備 金 2,244,650
利 益 剰 余 金 12,708,823
利 益 準 備 金 150,387
そ の 他 利 益 剰 余 金 12,558,435
特 別 償 却 準 備 金 12,970
別 途 積 立 金 4,900,168
繰 越 利 益 剰 余 金 7,645,296
自 己 株 式 △1,433
評 価 ・ 換 算 差 額 等 186,161
その他有価証券評価差額金 186,161
純 資 産 合 計 16,374,841

資 産 合 計 31,968,399 負 債 及 び 純 資 産 合 計 31,968,399

貸　借　対　照　表

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

( 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで )

（単位：千円）
売 上 高 27,702,030
売 上 原 価 22,214,270

売 上 総 利 益 5,487,759
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,172,229

営 業 利 益 315,530
営 業 外 収 益

受 取 利 息 6,763
受 取 配 当 金 625,103
為 替 差 益 216,279
そ の 他 229,048 1,077,195

営 業 外 費 用
支 払 利 息 28,206
そ の 他 893 29,099

経 常 利 益 1,363,626
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 79
貯 蔵 品 売 却 益 638 718

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 6,056 6,056

税 引 前 当 期 純 利 益 1,358,288
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 23,155
法 人 税 等 調 整 額 249,290 272,446

当 期 純 利 益 1,085,842

損　益　計　算　書

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資　本

準備金

資本剰余金

合　計

利　益

準備金

その他利益剰余金 利益剰余金

合　　計特別償却
準　備　金

別　途
積立金

繰越利益
剰　余　金

当 期 首 残 高 1,236,640 2,244,650 2,244,650 150,387 14,685 4,900,168 6,792,260 11,857,502

当 期 変 動 額
特 別 償 却 準 備 金
の 取 崩 し △1,714 1,714 －

剰 余 金 の 配 当 △234,521 △234,521
当 期 純 利 益 1,085,842 1,085,842
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － － － △1,714 － 853,035 851,320
当 期 末 残 高 1,236,640 2,244,650 2,244,650 150,387 12,970 4,900,168 7,645,296 12,708,823

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △1,433 15,337,358 162,214 162,214 15,499,573

当 期 変 動 額
特別償却準備金
の 取 崩 し － －

剰 余 金 の 配 当 △234,521 △234,521

当 期 純 利 益 1,085,842 1,085,842
株主資本以外の
項 目
の 当 期 変 動 額
( 純 額 )

23,946 23,946 23,946

当 期 変 動 額 合 計 － 851,320 23,946 23,946 875,267
当 期 末 残 高 △1,433 16,188,679 186,161 186,161 16,374,841

株主資本等変動計算書

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 浅 野 　 豊
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 古 澤 達 也

独立監査人の監査報告書
2023年５月12日

寺　崎　電　気　産　業　株　式　会　社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、寺崎電気産業株式会社の2022年４月１日から2023年３月31
日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、寺崎
電気産業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 29 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上

－ 30 －
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計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 浅 野 　 豊
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 古 澤 達 也

独立監査人の監査報告書
2023年５月12日

寺　崎　電　気　産　業　株　式　会　社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、寺崎電気産業株式会社の2022年４月１日から2023年
３月31日までの第43期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計
算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告

－ 31 －
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 32 －



2023/05/30 17:12:54 / 22949839_寺崎電気産業株式会社_招集通知_電子提供措置用

監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第43期事業年度における取
締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたし
ます。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役
会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締
役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明
を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、Web会議等の手段も活用しな
がら、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ
の職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を
閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会
社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

監査等委員会の監査報告

－ 33 －
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監査等委員会の監査報告

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月26日
寺 崎 電 気 産 業 株 式 会 社 　 監 査 等 委 員 会

常 勤
監査等委員 周 藤 　 忠 ㊞
監査等委員 千代田　邦　夫 ㊞
監査等委員 鷹 野 俊 司 ㊞

　

（注）監査等委員 千代田邦夫及び鷹野俊司は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定
する社外取締役であります。

以　上

－ 34 －
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取締役選任議案

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

１
てら

寺
 

　
 

　
さき

崎
 

　
 

　
たい

泰
 

　
 

　
ぞう

造
(1965年５月28日生)

    1995年    5 月 当社入社
    1999年    6 月 当社取締役
    2001年    3 月 当社常務取締役
    2005年    4 月 当社代表取締役専務（システム事業事

業部長）
    2007年    4 月 当社代表取締役専務（経営本部・情報

開示・技術・人事・総務担当）
    2011年    4 月 当社代表取締役社長
    2020年    4 月 当社代表取締役　社長執行役員

（現在に至る） 1,138,780株

選任理由：2011年から代表取締役社長としての職責
を担っております。当社事業全般に関する知見を活
かすとともに、グローバルビジネスに対する高い見
識を有しており、業務執行の最高責任者である社長
執行役員として経営の指揮及び監督を適切に行って
おります。こうしたことから、持続的な企業価値向
上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取
締役候補者といたしました。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。本議案において同じ。）全員（８名）は、本総会終結の時

をもって任期満了となります。つきましては、取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると

判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 35 －
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取締役選任議案

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

２
くま

熊
 

　
 

　
ざわ

澤
 

　
 

　
かず

和
 

　
 

　
のぶ

信
(1955年10月22日生)

    1978年    4 月 当社入社
    2000年    4 月 当社人事部部長
    2005年    4 月 当社システム事業マーケティング部部

長
    2006年    4 月 当社システム事業産業部部長
    2009年    4 月 当社経営本部総務部部長
    2011年    6 月 当社取締役（人事・総務担当）
    2017年    4 月 当社常務取締役（人事・総務担当）
    2020年    4 月 当社取締役　常務執行役員（人事・総

務・情報システム担当）
    2021年    6 月 当社取締役　専務執行役員（経営企

画・技術・情報開示・人事・総務担
当）
（現在に至る）

8,000株

選任理由：当社の人事、総務等の管理部門に長く携わ
り、これまでの豊富な経験を活かし、2011年から
当社の取締役として経営に従事しております。
2021年からは経営企画・技術・情報開示・人事・
総務担当の取締役　専務執行役員として、さらなる
企業価値の向上を図っており、今後も当社のさらな
る発展を牽引することが期待できることから、引き
続き取締役候補者といたしました。

３
なが

長
 

　
 

　
せ

瀬
 

　
 

　
じゅん

順
 

　
 

　
じ

治
(1957年６月１日生)

    1983年    4 月 当社入社
    2004年    4 月 当社システム事業事業管理室室長
    2012年    4 月 当社経理部部長
    2013年    6 月 当社取締役（経理担当）
    2017年    6 月 当社取締役（常勤監査等委員）
    2021年    6 月 当社取締役　常務執行役員（経理・情

報システム担当）
（現在に至る） 8,007株選任理由：当社の経理、事業管理、経営企画等の部門

に長く携わり、財務会計業務の豊富な経験を活か
し、2013年から当社の取締役として経営に従事し
ております。2021年からは経理・情報システム担
当の取締役　常務執行役員として企業経営に貢献し
ており、今後も当社のさらなる発展を牽引すること
が期待できることから、引き続き取締役候補者とい
たしました。

－ 36 －
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取締役選任議案

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

４
にし

西
 

　
 

　
だ

田
 

　
 

　
まさ

昌
 

　
 

　
お

央
(1958年11月24日生)

    1981年    4 月 当社入社
    2006年    4 月 当社経営企画室室長
    2010年    4 月 当社機器事業営業部部長
    2011年    4 月 当社システム事業産業部部長
    2013年    4 月 当社子会社 TERASAKI ELECTRIC

(SHANGHAI)CO.,LTD.総経理
    2015年    5 月 当社子会社 テラテック㈱　代表取締

役社長
    2015年    6 月 当社取締役（ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･ﾗｲﾌｻｲｸﾙ事業

担当）
2018年    6 月 当社取締役（ｼｽﾃﾑ事業舶用担当）
    2019年    4 月 当社取締役（ｼｽﾃﾑ事業舶用担当・ｴﾝｼﾞ

ﾆｱﾘﾝｸﾞ･ﾗｲﾌｻｲｸﾙ事業担当）
当社子会社 テラテック㈱　代表取締
役社長

    2020年    4 月 当社取締役　執行役員（ｼｽﾃﾑ事業舶用
担当・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･ﾗｲﾌｻｲｸﾙ事業担当）

    2021年    6 月 当社取締役　常務執行役員（ｼｽﾃﾑ事業
舶用・産業用担当）

    2023年    4 月 当社取締役　常務執行役員（ｼｽﾃﾑ事業
事業担当）
（現在に至る）

9,400株

選任理由：当社の機器・システムの両主力事業に長く
携わり、国内・海外子会社のトップも経験しており
ます。豊富な経験を活かし、2015年から当社の取
締役として経営に従事し、2023年からはシステム
事業　事業担当の取締役　常務執行役員として、事
業運営に貢献しております。今後も当社のさらなる
発展を牽引することが期待できることから、引き続
き取締役候補者といたしました。

－ 37 －
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取締役選任議案

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

５
うめ

梅
 

　
 

　
もと

本
 

　
 

　
よし

好
 

　
 

　
ひろ

弘
(1961年４月７日生)

    1984年    4 月 当社入社
    2007年    4 月 当社機器事業技術部部長
    2011年    4 月 当社機器事業品質保証部部長
    2013年    4 月 当社システム事業産業部部長
    2015年    4 月 当社子会社 TERASAKI ELECTRIC 

CO.,(F.E.)PTE.LTD.社長
    2018年    5 月 当社子会社 テラテック㈱　代表取締

役社長
    2018年    6 月 当社取締役（ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･ﾗｲﾌｻｲｸﾙ事業

担当）
    2019年    4 月 当社取締役（機器事業担当）
    2020年    4 月 当社取締役　執行役員（機器事業担

当）
    2023年    4 月 当社取締役　常務執行役員（機器事業

事業担当）
（現在に至る）

7,300株

選任理由：当社の機器・システムの両主力事業に長く
携わり、海外子会社のトップとしても手腕を発揮し
ました。技術分野に関する豊富な知見を有し、
2018年から当社の取締役として経営に従事し、
2023年からは機器事業　事業担当の取締役　常務
執行役員として事業運営に貢献しております。今後
も当社のさらなる発展を牽引することが期待できる
ことから、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 38 －
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取締役選任議案

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

６
おか

岡
 

　
 

　
だ

田
 

　
 

　
しゅん

俊
 

　
 

　
じ

二
(1952年12月24日生)

    1977年    4 月 当社入社
    2001年    9 月 当社機器事業マーケティング部部長
    2004年    4 月 当社子会社 TERASAKI ESPANA,

S.A.U.社長
    2008年    4 月 当社システム事業産業用統括部長
    2008年    6 月 当社取締役（システム事業産業部担当）
    2011年    4 月 当社常務取締役（システム事業担当）
    2017年    4 月 当社専務取締役（システム事業担当）
    2020年    4 月 当社取締役　専務執行役員（システム

事業担当）
    2021年    4 月 当社取締役　専務執行役員（ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ

ｸﾞ･ﾗｲﾌｻｲｸﾙ事業担当）
当社子会社 テラテック㈱　代表取締
役社長（現任）

2021年    6 月 当社取締役　執行役員（ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･ﾗ
ｲﾌｻｲｸﾙ事業担当）
（現在に至る）

10,300株

選任理由：当社の機器・システムの両主力事業に長く
携わり、海外子会社のトップとしても手腕を発揮し
ました。豊富な経験を活かし、2008年から当社の
取締役として経営に従事しております。2021年か
らはエンジニアリング・ライフサイクル事業担当の
取締役　執行役員として事業運営に貢献しており、
今後も当社のさらなる発展を牽引することが期待で
きることから、引き続き取締役候補者といたしまし
た。

－ 39 －
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取締役選任議案

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

７
よし

吉
 

　
 

　
かわ

川
 

　
 

　
かず

和
 

　
 

　
ひろ

宏
(1962年６月22日生)

    1984年    3 月 当社入社
    2012年    4 月 当社システム事業品質保証部部長
    2014年    4 月 当社システム事業事業管理室室長
    2016年    4 月 当社システム事業開発設計部部長
    2018年    5 月 当社子会社 テラメックス㈱　代表取

締役社長（現任）
    2020年    4 月 当社執行役員(システム事業メディカ

ルデバイス担当)
2021年    6 月 当社取締役　執行役員(メディカルデ

バイス担当)
（現在に至る）

800株

選任理由：当社のシステム事業で主に電子関連部門に
長く携わり、国内子会社のトップとしても手腕を発
揮しております。技術分野に関する豊富な知見を有
し、2021年からはメディカルデバイス担当の取締
役　執行役員として経営に従事し、当社事業に貢献
しております。今後も当社のさらなる発展を牽引す
ることが期待できることから、引き続き取締役候補
者といたしました。

（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して

おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の17頁に記載のとおりです。各候補者が取締役に選
任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 40 －
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監査等委員選任議案

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

１
※新任

こ

小
 

　
 

　
ばやし

林
 

　
 

　
ひろ

裕
 

　
 

　
ふみ

史
(1959年５月６日生)

    1983年    4 月 当社入社
    2007年    4 月 当社機器事業事業管理室室長
    2008年    4 月 当社機器事業国際部部長
    2011年    4 月 当社機器事業営業部部長
    2013年    7 月 当社子会社 TERASAKI DO BRASIL 

LTDA. 社長
    2016年    7 月 当社機器事業国際事業統括部長
    2017年    6 月 当社取締役（機器事業営業担当）
    2020年    4 月 当社取締役　執行役員（機器事業営業

担当）
（現在に至る） 3,100株選任理由：当社の機器事業、とりわけ営業分野で主導

的な役割を担い、2017年からは機器事業営業担当
の取締役を務めております。これまで当社経営に貢
献してきた実績と、長年培ったグローバルな視点に
基づく当社グループ経営の知見を有しております。
監査等委員である取締役として、その高い見識から
当社の経営執行の監査を行うとともに、当社の業務
執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性
の見地から適切な提言を行っていただくことが期待
されることから、新たに監査等委員である取締役候
補者といたしました。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまし
ては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 41 －
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監査等委員選任議案

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

２
ち

千　
よ

代　
だ

田　　
くに

邦　　
お

夫
(1944年１月２日生)

    1970年    10月 公認会計士登録
    1984年    4 月 立命館大学教授
    1999年    4 月 同大学経営学部長
    2001年    6 月 当社社外監査役
    2012年    4 月 早稲田大学大学院教授
    2013年    3 月 当社社外監査役を辞任
    2013年    4 月 金融庁公認会計士・監査審査会会長　

（2016年３月退任）
    2016年    7 月 当社顧問
    2017年    6 月 当社社外取締役（監査等委員）

（現在に至る）
（重要な兼職の状況）
　　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディ
　　ングス株式会社　社外監査役
　　星和電機株式会社　社外取締役（監査等委員）

0株

選任理由及び期待される役割の概要：
公認会計士としての会計及び監査に関する高い専門
性に加え、大学教授及び公的機関の要職を務めるな
ど豊富な経験を有しております。監査等委員である
取締役として、その高い見識から当社の経営執行の
監査を行うとともに、当社の業務執行に関する意思
決定において、妥当性及び適正性の見地から適切な
提言を行っていただくことが期待されることから、
引き続き監査等委員である取締役（社外取締役）候
補者といたしました。

３
たか

鷹
 

　
 

　
の

野
 

　
 

　
しゅん

俊
 

　
 

　
じ

司
(1962年９月24日生)

    1992年    4 月 最高裁判所司法研修所入所
    1994年    4 月 中本和洋法律事務所入所
    2008年    5 月 弁護士法人中本総合社員
    2011年    6 月 当社社外監査役
    2015年    6 月 当社社外取締役（監査等委員）

（現在に至る）

0株
選任理由及び期待される役割の概要：

弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており
ます。監査等委員である取締役としてその高度な専
門知識に基づき、当社の経営執行の監査を行うとと
もに、当社の業務執行に関する意思決定において妥
当性及び適正性の見地から適切な提言を行っていた
だくことが期待されることから、引き続き監査等委
員である取締役（社外取締役）候補者といたしまし
た。

－ 42 －
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（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．小林裕史氏が監査等委員である取締役に選任された場合、同氏を常勤の監査等委員に選定する予定で

あります。
３．千代田邦夫氏及び鷹野俊司氏は社外取締役候補者であります。
４．千代田邦夫氏及び鷹野俊司氏は、当社定款の規定に基づき、当社との間で法令に定める額を限度とし

て賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。なお、本議案の承認可決を条件として各氏
との当該契約を継続する予定であります。また、小林裕史氏の選任が承認された場合は、同内容の責
任限定契約を締結する予定であります。

５．千代田邦夫氏及び鷹野俊司氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、在任期間は
本総会終結の時をもって千代田邦夫氏は６年、鷹野俊司氏は８年であります。なお、両氏は過去に当
社の業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。

６．千代田邦夫氏及び鷹野俊司氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認さ
れた場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

７．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の17頁に記載のとおりです。各候補者が取締役に選
任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。

　　また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以　上

－ 43 －
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監査等委員選任議案

氏名 役位
財務
会計

企業
経営

法務
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
営業

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
技術・開発
製造・品質

人事
労務

人材開発

寺崎 泰造
代表取締役
社長執行役員

● ● ● ●

熊澤 和信
取締役
専務執行役員

● ● ●

長瀬 順治
取締役
常務執行役員

● ● ●

西田 昌央
取締役
常務執行役員

● ● ●

梅本 好弘
取締役
常務執行役員

● ● ●

岡田 俊二
取締役
執行役員

● ● ●

吉川 和宏
取締役
執行役員

● ●

小林 裕史
取締役
常勤監査等委員

● ● ●

千代田 邦夫
社外取締役
監査等委員

● ● ●

鷹野 俊司
社外取締役
監査等委員

●

ご参考　スキルマトリックス
第１号議案および第２号議案が承認された場合の取締役会の構成及び各取締役の専門性に照らして

のスキルマトリックスは次のとおりとなります。各取締役について、特に専門性や経験の発揮が期待
できるスキルをあげています。

なお、下記一覧表は、各取締役が有する全ての専門性と経験を表すものではありません。

以　上

－ 44 －
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地図

株主総会会場 ご案内図

会 場
　

都シティ 大阪天王寺６階　吉野西の間
大阪市阿倍野区松崎町１丁目２番８号

【主な最寄り駅からの道順】
■１  地下鉄天王寺駅下車 ……………………御堂筋線東改札を出て、都シティ 大阪天王寺 地下入口へ
■２  JR各線天王寺駅下車 ……………………東口を出て横断歩道を渡り、都シティ 大阪天王寺 正面入口へ
■３  近鉄南大阪線大阪阿部野橋駅下車 ……東改札(地下)を出て、都シティ 大阪天王寺 地下入口へ

お願い　 お車でのご来場はご遠慮ください。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。　 　

天王寺公園 地
下
鉄
谷
町
線

谷
町
線
天
王
寺
駅

御堂筋線天王寺駅

JR阪和線

JR大阪環状線

JR大和路線（関西本線）

地下鉄御堂筋線
地下鉄③番出口

近鉄南大阪線

阪
堺
上
町
線

北口

南口 東口

JR天王寺駅
天王寺MIO

あべのハルカス
近鉄本店 新宿

ごちそうビル近鉄大阪
阿部野橋駅

Ｎ 都シティ
大阪天王寺


